
柴田町こども計画（案）に係るパブリックコメントでの意見及び町の考え

方 

 

 № ページ 意見等（概要） 意見等に対する町の考え方

 1 Ｐ66 【意見】保育所の定員に関する記載につ

いて２号・３号認定の確保方策として保

育所定員332 名（２号）等が示されてお

り、量の見込みを上回る定員が確保され

ているとされているが、この数値は町全

体の合計であり、実態を正確に反映して

いないと考えます。 

実際には、保育所ごと・年齢別クラス

ごとに定員が設定されており、町全体の

合計定員に余裕があっても、特定の保育

所の特定年齢クラスでは定員を超える

申し込みがあり、入所できない児童が生

じているケースがあります。こうした児

童は法令上「待機児童」ではなく「保留

児童」として扱われるため、本計画の記

載だけでは保育ニーズの充足状況が適

切に把握できません。

子ども・子育て支援事業の量の見込み

と確保方策について、柴田町では教育・

保育提供区域を１圏域（全町）にしてい

ますので、町全体の合計を記載していま

す。 

また、保育所ごとや年齢別クラスごと

の受入れ人数は、入所申込状況により年

度によって異なりますので、計画に記載

することができないことをご了承願い

ます。 

なお、教育・保育の量及び地域子ど

も・子育て支援事業の実績については、

毎年度実績を検証し、町ホームページに

掲載します。 

 2 Ｐ66 【要望】以下の情報を計画に明記してい

ただくよう要望します。 

１．各保育所における年齢別クラスごと

の定員数 

２．年齢別クラスごとの保留児童数およ

びその推移 

３．保留児童の発生している保育所・年

齢クラスに対する具体的な対応方針 

町全体の需給バランスだけでなく、保護

者が実態を正確に理解できるよう、きめ

細かな情報開示を求めます。

 3 Ｐ54 「産後ケア事業」 

産後ケアを必要とする産後１年未満

の方に対し、心身のケアや育児のサポー

トを行います。とありますが、仙南地域

に産後ケアを実施する施設は少なく、電

話をしても一か月、２か月待ちが当たり

前の状況です。「今日今つらい、なんとか

してほしい」と思ったときに頼れる緊急

産後ケア事業については、医療機関等

との連携により実施体制の確保に努め

ています。宮城県では、県が主体となり

医師会や助産師会等と契約する集合契

約により、県内で利用できる実施機関の

拡充が図られているところです。 

いただいたご意見も踏まえ、引き続き

関係機関と連携しながら事業の充実に



 ショートステイを受け入れできる施設

の確保をお願いしたい。 

行政は「少子化対策」と様々なことを

考えてくださいますが、子どもを産んだ

後のケアも充実させてほしい。

努めてまいります。 

なお、保護者の病気や出産・育児疲れ

等の理由で家庭での育児が難しい場合、

一時的にお子様を里親で保護する子育

て短期支援事業も実施しております。 

妊娠期から子育て期までのさまざま

な悩みなどに対し、専門員がサポートし

ますので、こども家庭センターにご相談

ください。

 4 Ｐ59 麻疹風疹のワクチンなど妊娠前に接

種が推奨されるワクチンに関しての補

助お願いします。

麻しん風しんワクチンについては、予

防接種法に基づく定期接種として小児

の対象年齢において公費接種を実施し

ています。 
妊娠前の接種に関するご意見につい

ては、今後の施策検討の参考とさせてい

ただきます。

 5 Ｐ61 子育て支援アプリなのであれば、町の

検診や保育園入園など必要書類に登録

内容を印刷できるようにしてほしい。

子育て支援アプリは、お子様の予防接

種のスケジュール管理や各種お知らせ

の配信、お子様の成長を記録できるツー

ルとして導入していますが、アプリに登

録した内容を必要書類に印刷できる仕

様にはなっておりませんので「子育て支

援アプリ」に関する要望として、参考と

させていただきます。

 6 Ｐ70 量の見込みと確保方策（妊婦等包括相

談支援事業）の見込みの根拠はなんでし

ょうか？

「妊婦等包括相談支援事業」では、母

子健康手帳交付時の面談・妊娠８ヶ月ア

ンケート・新生児訪問を実施していま

す。 

この妊婦等への３回の面談等による

支援回数を根拠としています。

 7 全体 具体的な政策があまりわからない印

象なので、もっと具体的に何をいつまで

にどうするか、記載してほしい。

個々の政策・事業については、担当課

において詳細を定めて実施していきま

すので、計画内にその詳細を記載してい

ないことをご理解ください。


